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大和高田市農業委員会だより

秋 桜こすもす

今年の７月１９日任期満了に伴い、昨年末から年始めにかけて、農業委員と新しく設置することにな

った農地利用適正化推進委員の公募を行いました。６月の市議会において承認され、７月２０日第１回

総会に先立ち市長より任命されました。農地利用最適化推進委員は、総会において承認、委嘱されまし

た。農業委員は１３名、最適化推進委員は４名、合計１７名で委員会活動を行います。委員会の構成に

ついては次のとおりです。各委員担当区域につきましては次ページに掲載しております。

農 業 委 員
今回新たに農業委員になられた方々です

会 長 今村平治郎 上左より

副会長 弓場一郎 藤岡秀信 本郷保則
上田美加子

農地部会長 奥本 正嗣 木下浩明
副部会長 中江 彰

農政部会長 森本 輝雄
副部会長 梅田 昌宏

下左より

委員 鵜山久雄 小川隆興 木下浩明 小川隆興
上田美加子 前田全計 本郷保則 鵜山久雄

前田全計
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農地利用最適化推進委員
左から 岡本勝康（池尻）

寺田 勉（礒野）
各地域の農業者の

身近な相談役 吉岡重治（奥田）

委員担当地区

委 員 名 担当地区（農家支部） 委 員 名 担当地区（農家支部 ）

寺田 勉 礒野 東中 梅田 昌宏 大谷 北角

今村平治郎 今里 三倉堂 鵜山 久雄 池田 領家

本郷 保則 土庫区 土庫 日之出 藤岡 秀信 市場 新田 岡崎

曙町 前田 全計 田井 勝目

上田美加子 松塚 吉岡 重治 奥田

小川 隆興 大中 大道 弓場 一郎 吉井 西坊城

奥本 正嗣 神楽 築山 有井 中江 彰 根成柿

岡本 勝康 藤森 池尻 森本 輝雄 秋吉 出

ごあいさつ

会長 今村 平治郎

農家の皆様方には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。

平素は本市農業委員会活動に格別のご協力を頂き厚く御礼申し上げます。

私７月の農業委員会の改選により会長に就任いたしました。3期9年の農業委員

としての経験を活かし、頑張って参りますのでご支援ご協力頂きますようよろしくお願い致します。

さて、農業委員会法の改正により、今年7月より公募により市長から任命を受け、新たに新設された農地利用最適

化推進委員とともに、農業委員会を運営しております。法改正により農業委員会の役割が、農地等の利用の最適

化の推進が強化されました。担い手への集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進を積極

的に取り組んでいかなければなりません。本市においては、農業者の高齢化が進んでおりますが、新たな農業者の

参入が非常に少なく、別の方面からの担い手の堀り起こしも考えてまいらねばなりません。また、農地を効率的に利

用をはかるためには地域に密着した活動が必要となってきます。新設された農地利用最適化推進委員の方々には

委員会と地域の橋渡し役としての活動をお願いし、農業者の声を反映した取り組みを行っていく所存です。手始めと

して、遊休農地の現状把握のため、4地区に分かれ9月に利用状況調査を行いました。今後は、その結果を踏まえ、

地域的な遊休農地の傾向や条件も検討し、効率的な利用方法を模索し、農地の最適化の推進に努めて参ります。

そのためにも、気軽にご意見を頂き、ご協力いただきますよう重ねてお願い申し上げます。
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平成29年平成29年

毎月１回 農業委員会・農地部会現地調査

５月 全国農業委員会長大会（東京）中和農業推進協議会総会

北葛三市農業委員会連絡協議会総会

都市農業委員会連絡協議会総会

７月 農業委員改選 農地利用最適化推進委員委嘱 委員実務研修会

８月 農業会議総会 農政部会 北葛三市農業委員会連絡協議会総会

奈良県都市農業委員連絡協議会総会 奈良県農業会議研修会

９月 利用状況調査

10月 農業委員会研修会

11月 奈良県都市農業委員会現地研修会

北葛三市農業委員会連絡協議会現地研修会

全国農業委員会代表者集会（東京） 現地調査

委員会処理案件 平成28年12月～平成29年11月

権 利 事 由 他 件 数 面積（a）

農地法第３条（所有権・賃貸借権等の移動） ３２ ２８８

農地法第４条（転用） ３３ １３３

農地法第５条（転用） ６８ ４７２

農地法第18条（賃貸借権の移動） ３２ ３１８

農業経営基盤（利用権設定） ７０ ７２８

畑作転換（形状変更） ８ ８２

農地の権利を移動する時や転用する時は農地法の許可や届出が必要です

農地の一部を駐車場等にしたり、畑として使用するため土を入れる場合もご相談下さい。

申請等は毎月２５日締め切りです。（月により変更になる場合も有ります）

詳しくは農業委員会事務局まで

あなたの農地は になっていませんか

適切に農地を管理されず、農業委員会からの指導にも対応せず放置された

ままにされますと、遊休農地として勧告され、課税が強化されます。

今回退任された長年委員としてご活躍

頂きました方に対し、市長より功労賞が

贈られました。

受章者は 左より 髙井信安（６期）

松田榮義（５期）

水井 豊（５期）
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老後の生活は自分で守ろう

担い手積立年金

に 加入しませんか？

農業に従事され国民年金に加入されている方で６０歳未満の方ならどなたでもご加入頂けます！

a 運用実績により受給額が決まる積立方式の確定拠出型年金です。

b 国民年金第１号被保険者で年間６０日以上農業に従事する

６０歳未満の方なら農地を持っていない農業者や配偶者や後継者などの家族従事者も加入できます。

c 毎月２万円が基本で最高６万７千円まで千円単位で自由に設定できます

d ８０歳前に亡くなった場合でも死亡一時金として遺族が受け取れます

e 保険料は全額社会保険料控除の対象になり所得税、住民税の節税になります。

f

６０歳まで２０年以上加入することが見込まれる者（条件有）に国からの保険料助成（政策支援）を受けることが出来ます。

保険料の支払いが厳しい場合は中断することもでき、掛けた分の保険料は必ず年金として支払われます。

詳しくはお近くのＪＡ・農業委員会まで

農地中間管理機構
なら担い手・農地

サポートセンター

「引退を考えている」「後継者がいない」「農地を相続したけれど…」

こんなお悩みの時は、農地中間管理機構にご相談ください。

公的機関だから安心です！貸付期間終了後は確実に戻ります。

契約書の作成や、農地法の許可は不要です

お問い合わせは 公益財団法人

なら担い手・農地サポートセンター

℡ 0744 － 21 － 5020

全国農業新聞を購読しましょう！

担い手を応援し農業経営と暮らしを支える専門情報誌です。

①特徴のある週刊新聞②時代に鋭く斬り込む

③経営に役立つ④老若男女が楽しく読める

農業者の視点でお届けします

■発行日／毎週金曜日 購読料／１ヶ月 600円（送料共） ■お申込は農業委員会または農業委員へ

◇大和高田市農業委員会に関する情報は下記のホームページからご覧いただけます。

http://www.city.yamatotakada.nara.jp/
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